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はじめに

　本論文は，朝鮮後期から保護国期を経て植民
地期に至る時期に，日本と朝鮮の血統概念が日
本人司法官によって読み替えられ，その結果，
朝鮮に生物学的な繋がりを重視する心性が定着
した経緯の考察をとおして，日本の朝鮮での司
法政策を再評価することを目的としている（₁）。
　₁₉₀₇年の第三次日韓協約の締結による司法権
の日本への委譲が後の植民地朝鮮における親族
相続規範に与えた最大の影響は，それまで各門
中独自に礼という倫理の基準で判断されてきた
事がらが，司法の場で日本人司法官の圧倒的な
権限の下に階層に関係なく一律に扱われ，その
内容が日本主導で意味づけされ始めたことであ
る。これは日本人と朝鮮人といった民族間の序
列を作り出した一方で，朝鮮人間の親族規範に
よる格差が消滅していく過程でもあった。
　第三次日韓協約締結により大韓帝国では日本
主導の司法整備が開始した。大韓帝国政府と統
監府から裁判所がそれぞれ分離され，₁₉₀₈年 ₈
月に韓国裁判所が開庁し，併せて裁判所構成法
はじめ関連法が制定された。また，同協約によっ
て日本人官吏の登用が可能となったことで倉富
勇三郎が法部次官に任命されたのをはじめ，書
記官，大審院長，控訴院長，検事長にも日本人
が登用された。以降，朝鮮人官吏が親族相続規
範をめぐる判断や司法手続きを日本人司法官に
仰ぐ構造は，₁₉₄₅年の解放まで維持された。
　韓国併合以降の親族相続に関する判断は朝鮮

総督府の訓令，通牒，中枢院，慣習及制度調査
委員会（₂），朝鮮総督府取調局，朝鮮総督府高等
法院院内の判例調査会，朝鮮総督府法務局内の
司法協会決議，朝鮮総督府裁判所の判決例や学
説などをもとに下された。例えば『司法協会決
議回答輯録』には届出現場で実際の扱いや判断
に困るケースについてまとめられている。朝鮮
人の司法協会準会員や現場の官吏の問いに対し
て司法協会の決議内容を示す様子からは，日本
主導で慣習が人々の登録の実務をとおして朝鮮
人の慣習を規定している様子が看取できる。こ
れは，それまで朝鮮時代に門中内，あるいは門
中間の倫理に委ねられていた事柄を，司法に
よって単一の方法で管理されることを意味した。
　本論文ではこうした親族関係の中でも父子関
係について，朝鮮の血統概念が日本の判断の中
で変化し，植民地朝鮮に植え付けられるまでの
過程を，高宗期以降の朝鮮独自の親族規定をめ
ぐる判断の在り方，韓国併合以降の裁判上の判
断の変化から考察し，日本主導の司法判断を再
評価する。

1 ．先行研究の検討

　本論文の主要なテクストとなるのは『朝鮮高
等法院判決録』（含：『高等法院民事判決録』）
である。このテクストに基づく研究は，従来は
韓国の研究者を中心になされてきたが，近年，
これらに参入する形で日本国内でも論考が登場
している。日本国内での論考は従来の韓国での
研究を十分に踏まえた上で議論が展開されてい
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るため，本論文では国内での議論に注目するこ
とで，先行研究を紹介し，本論文の位置づけに
言及したい。
　李英美は朝鮮高等法院判決録の分析をとおし
て「離婚慣習法の定立過程」に言及している。
近代法に離反する妾制度の認定と廃止の過程を
時系列で追う中で，公序良俗といった尺度が慣
習の方向性を規定し，協議離婚など新たな離婚
の形式が日本民法に収斂されていったことを強
調する［李英美₂₀₀₆］。吉川絢子は韓国併合直
前から₁₉₂₀年代初めまでの時期における朝鮮の
離婚請求訴訟の審理・判決の在り方から先行研
究の分析の主流であった「新たな慣習」が生ま
れていたとする見解，植民地である朝鮮にも日
本の民法の規定が「依用」または「適用」され
ていたとする見解に対し，最上級審を記録した

『朝鮮高等法院民事判決録』のみをテクストし
た分析の限界に触れ，各地の慣習調査を精査す
る中で朝鮮に離婚の慣習が存在しないとした結
論が出されていたことを指摘する。そうした中
で下された判決は慣習でも日本民法の依用でも
なく「条理」という「民法の精神」にもとづい
ての判断であったとことを指摘する［吉川絢子
₂₀₁₁］。
　旧慣調査の中で総督府が慣習をどのように判
断したのかに言及した野木香里は，階層間のふ
るまいの相違を慣習の存否の観点からとらえ直
し，当初は日本人司法官の朝鮮に対するイメー
ジから離婚における女性の立場が捉えられてい
たのに対し，時代が進む中で従来からの有り様
が表面化しただけなのにもかかわらず新たな慣
習と捉えていたことを指摘する。また，女性の
地位向上を認めた裁判離婚が，表面化した従来
のふるまいから生まれたものを抑制することに
作用した［野木香里₂₀₁₂］，との指摘は日本の
朝鮮統治における司法政策に対する評価の盲点
を鋭く突いているといえよう。
　これに対し岡崎まゆみは朝鮮の親族規範にお
ける「伝統性」の存在を認め，親族・家族関係
内での争いの解決策について，総督府の政策方

針や裁判上での法的な認識と訴訟当事者である
朝鮮人の認識の乖離を指摘する。一方で日本民
法の依用対象である親族会の事例について，依
用対象となった後でも継続して「伝統」の存在
を認めると同時に日本民法の言葉に収斂されて
い く 様 相 に 言 及 し て い る。［ 岡 崎 ま ゆ み
₂₀₁₂a,b］
　吉川絢子［₂₀₁₆］，野木香里［₂₀₁₂］が慣習
の曖昧さから出発しているのに対し，岡崎まゆ
み［₂₀₁₂］は確固たる伝統性を前提にしている
という違いはあるものの，これらに共通するの
は，日本の植民地統治による日本人司法官が判
断を下す中で，日本民法中の法律なり，条理な
りの枠組みで思考せざるを得なかった判断能力
の限界に言及している点である。
　日本人司法官が慣習と民法のはざまで様々な
判断を下していたという点は，従来の韓国で展
開されていた確固たる慣習の存在を前提として
展開される「慣習の歪曲」（鄭肯植₂₀₀₂，李丙
洙₁₉₇₇，朴秉濠₁₉₉₂）や朝鮮旧慣主義から日本
民法主義へ移行，あるいは日本民法への収斂を
強調（李昇一₂₀₀₃，李英美₂₀₀₆）する研究を一
歩進めたものであろう。
　しかしながら一方で日本人司法官らは，政策
方針上，その存否が明確ではなくとも朝鮮の慣
習というものから自由ではなかったというのも
また事実である。司法判断の中で常に慣習か否
かをめぐり政策を進行させた事実は，解放後の
民法制定の議論で，皇民化政策以前における₃₀
年にわたる植民地朝鮮で繰り返されてきた規範
を，民法起草者が明確に慣習と認識したうえで，
民法を起草したことからも示唆できる［吉川美
華₂₀₀₄］。こうした₁₉₃₉年の民事令改正前の朝
鮮と解放後の連続的に捉える視角からは，慣習
なり，法律なりを，日本法の枠組みから考える
よりほかないとはいえ，日本人司法官が，基本
路線を逸脱して日本民法化や日本の条理に積極
的ではなかった事が看取できるのである。問題
は，こうした経緯をもつ「慣習」と呼ばれるも
のが，何故現代韓国において朝鮮時代の慣習と
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見做される様になったかであり，先行研究では
これらの視点が欠落している。
　そこで本論文では，朝鮮の慣習というものが，
その存否に関わらず，確固たる慣習へと内面化
されていく過程について血統概念が読みかえら
れる司法現場の判断を分析することで，日本の
司法判断を再考する。
　というのは，日本人司法官らの朝鮮の慣習に
対する法的な判断に伴い，父子の関係も儒教に
おける礼から法的な関係に移行するのである
が，血統概念は，この過程で概念そのものが読
み替えられ，儒教的な父子の倫理と生物学的な
父子が一体化していく事例のひとつであるから
である。ここで読み替えられた血統概念が植民
地朝鮮で内面化され，解放後の民法起草事業に
おいて明確に父子関係の「正統性」として認識
されている事実からは，先行研究における日本
の司法政策における評価を再考するのに良い材
料となろう。

2 　日本と朝鮮の血統概念

　第三次日韓協約以降，日本は朝鮮の法整備を
目的に慣習調査を主導した。これは当初，朝鮮
で民法典を起草することを想定し行われたもの
であった。その基礎となる慣習調査問題は法務
顧問であった梅謙次郎によって作成され，倉富
勇三郎によって慣習調査報告書（以下報告書と
する）の名で整理された。これは現在の慣習調
査研究の重要な資料としても位置付けられてい
る。
　しかしながら注意しなければならないのは，
日本と朝鮮の用語概念の違いに注意が払われて
いない点である。例えば明治民法上の扶養や帰
属の範囲を戸籍制度が規定していたのに対し，
朝鮮の戸籍では戸主と同居の親属を家属と呼
び，居住形態を表していた。これが徐々に日本
の家制度の形式にかわり，朝鮮における家族を
めぐる観念が生み出された［吉川美華₂₀₀₉］。
　本章ではこれまで注意が傾けられることがな
かった同じ字面でありながら概念が相違する血

統に焦点をあて，概念の相違を捨象したことに
よる朝鮮の親族相続規範への負荷について分析
を試みる。
　血統は，日本では現在も国籍法では使用され
る用語である。明治期は血脈と区別なく生物学
的な父子のつながりを意味する用語として使用
されていた。これに対し朝鮮では，婚姻関係に
ある夫婦の子といった正統性を持つ子を嫡子と
し，庶孽である両班と良人の妾との間に生まれ
た庶子と，賤民の妾との間に生まれた孽子と区
別されてきた。日本ではもう一つの意味での庶
子，即ち次三男などに対し，従来は嫡子に対応
する家督相続人以外の男子との意味から区別さ
れて使用された。朝鮮においてはこれを庶子と
も衆子とも呼ぶが，次三男については婚姻関係
にある夫婦から誕生した子であり，宗族の要員
として宗族内で養子となることで嫡子の道が開
かれているのに対し，父母が婚姻関係にない庶
子は宗族ネットワークから排除されていた。こ
のように父母の婚姻関係によって父の後嗣，宗
族の後嗣，宗族からの排除といった段階的な区
別がなされていたのである。
　この概念区別を明確にするために，本論文で
は婚姻関係にある夫婦から生まれ，父，もしく
は宗族の後嗣になる資格のある子を血統と，父
母が婚姻関係になく，宗族から排除された父と
生物学的な繋がりを持つ子を血脈とそれぞれ表
現し，まずは本章で，日朝の血統概念が交錯す
る姿に言及し，次章以降で養子と庶子の後嗣の
順位が民事裁判や制度整備，通達をとおして入
れ替わっていく様相を分析する。

2-1．朝鮮の血統観念
　日朝の血統概念の相違は，些細でありながら，
親族規範の根幹にかかわる問題であり，このず
れは慣習調査の過程で捨象された。
　まずは日本による慣習調査によって見出され
た朝鮮の血統のコアとなる後嗣についての認識
の枠組みを見てみよう。
　報告書では「朝鮮に於ては既婚の男子に実子
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孫（男）なきときは必ず男系の血族中より男子
を養子と為す慣例…（以下略）」（慣習調査報告
書第₁₀₇問：₂₇₅頁）とある。後嗣の選定は養子
か，生物学的な繋がりを持つ実子かの枠組みで
捉えられており，実子が嫡子か庶子かは区別さ
れていない。これは日本では実子とは父との直
接的な生物学的な繋がりのある者を指すため庶
子を含み，養子は養父との生物学的な繋がりの
有無を問題としないためである。
　こうした観念は「子の入る家」の問いに対し，
以下のように示されている。
　「子は当然父の家に入るへく家族の庶子の入
家に付き戸主の同意を要せず。男系の血統を以
て親族の基礎とせる朝鮮に於ては子は必ず父の
家に入るへきものなり。父の知れさる子か母の
家に入るへきや否やに付ては朝鮮の習俗子の認
知を拒むを恥辱とし父の判明せさる子と雖も其
母之を指定したる者に於いて大抵認知を為すを
以て父の知れさる子の入るべき家に付確たる慣
習なきか如しと雖も事実認知を受くる能はさる
場合に於ては母の家籍に入る外なかるへし」（慣
習調査報告書第₁₁₁問：₂₈₀頁）
　また，慣習調査報告書₁₃₆問では「妾の産み
たる子は当然庶子となりたるものとす。朝鮮に
於いては法制慣習共に妾を畜ふることを認むる
を以て婚姻外の子は其数極めて多く之を嫡出の
子と比例せは驚くべき比率を示すへし。而して
妾腹の子は父の認知を待たすして当然庶子とな
り其他の私生子は父の認知を待ちて始めて其庶
子となるものなりと雖其庶子たる点に於ては区
別なく父の認知せさる私生子に付ては姦通に因
りて生まれたる子を姦生子と称する外一般に通
する呼称なし」（慣習調査報告書₁₃₆問：₃₁₇頁）
と記されている。
　このように帰属といった観念で捉えられるこ
とがなかった妾，庶子，延いては子が，報告書
では父との生物学的な繋がりや関係のある男子
とのつながりといった枠組みに収斂されていっ
た。
　繰り返しになるが，朝鮮において男系の血統

とは，婚姻関係にある父母の下に誕生した子の
ことをいい，父と子の血のつながりのみを表現
する血脈とは分けて表現されており，双方には
強い観念上の相違がある。
　これを明示しているのが国制書である。朝鮮
最後の国制書である大典会通では立後の条で，

「嫡・妾俱ニ子無キ者ハ官ニ告ゲ同宗ノ支子ヲ
立テ後ト為ス（嫡妾俱無子者告官立同宗支子為
後）」と妻妾共に子がいない場合に同宗の支子
を後嗣とすることが規定されている。一方で，
奉祀の条で「若シ嫡長子後無ケレハ則チ衆子，
衆子後無ケレバ即チ妾子奉祀ス。嫡長子只ダ妾
子有リ弟ノ子ヲ以テ後ト為スコトヲ願フ者ハ聴
ス」とあり，嫡長子に子がいない場合，衆子の
子を嫡長子の後嗣に望めば嫡長子が父子の血脈
のある庶子に優先することが規定されている。
さらに緒科には「罪犯ノ永ク叙用セザル者，贓
吏ノ子，再嫁・失行ノ婦女ノ子孫及庶孽ノ子孫
ハ文科・生員・進士ノ試ニ赴クヲ許サス」と規
定されている。こうした庶孽の科挙受験を認め
ない規定はたとえ制度上は許容されていたとし
ても，士大夫に庶孽の後嗣を回避し，衆子の子
を嫡長子の後となす養子が積極的に行われる動
機となった。
　士大夫家において父子の血脈より正統な血を
引き継ぐ子が後嗣として優先された事実は，後
の₁₈₉₄年の甲午改革における軍国機務処の議案
に「嫡・妾俱ニ子無ク然ル後始テ率養ヲ許ス事
ヲ旧典ニ申明ス（嫡妾俱無子然後始許率養申明
舊典事）」とされたことからも示唆されるとこ
ろである。この規定は規制門の雑則として，許
婚年齢を定める件，奴婢の典を革罷する件，駅
人倡優皮工の免賤する件，寡女の最嫁を自由に
する件などと共に，社会での差別を是正する案
件に分類されており（₃），当時の庶孽を取り巻く
状況を浮き彫りにするところであろう。
　後嗣の承継順位をめぐっては，₁₉₀₅年に頒布
された刑法大全（全₆₈₀条）の第₅₈₂条，違法立
嗣の規定で ₅ つの基準に罰則を付加し，従前よ
り強化された形で明文化された。罰則の対象は，
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①妻の子がいるにもかかわらず，妾子を立嗣し
た場合，②妻妾ともに子が無い場合には親族関
係が近い順に禮斜を受けて養子縁組をするがこ
れに違反した場合，③妾子がいるにも関わらず
養子縁組を為した場合，④養子縁組の尊卑次序
を違反した場合，⑤異姓不養と異姓収養の原則
に違反した場合であった。しかしながら刑法大
全頒布の時期と並行して₁₉₀₅年に統監府の設
置，₁₉₀₆年に梅謙次郎の法律顧問招請，₁₉₀₇年
の韓国裁判所開庁も進んでおり，₁₉₀₈年には刑
法大全の条文のうち，民事慣例に罰則を科すと
いう点から施行するのが難しい条項である₂₇₀
条あまりが削除された。これに伴い，離異を規
定した「妻妾失序及夫婦離異率」および本条を
含む「立嗣違犯律」が削除された［刑法大全を
改正する件：₁₉₀₈年 ₇ 月₂₃日法律第₁₉号］（₄）。
しかしながら，明文化されたこれらの内容は後
に行われる裁判上で日本人判事の慣習をめぐる
判断の指標として引き継がれた。
　日本において父との生物学的なつながりを指
標に使用されていた血統は，朝鮮の血脈とは明
確に異なる概念であったが，朝鮮後期から韓末
期にかけての人々の平等の意識や科挙試験の廃
止などをきっかけに朝鮮人の後嗣をめぐる意識
にも変化の兆しがあったのも事実である。
　例えば慶尚道の慣習調査における尚道屏湖洞
柳氏（進士）の事例では，「妾の三人の子が成
長した後に妻が子を出産した。柳氏死後は最年
少の嫡子が奉祀していたが，嫡子が現今嫡庶の
区別はなくなり，我兄庶子とはいえ年長である
旨，長兄を捨てて弟が奉祀するのは礼に悖る（₅）」
との理由から庶兄に父の祭祀を譲ったことが記
されている。「平安北道」の調査報告書にも「元
来は庶子は家督相続できなかったため文武官に
出任する両班家では庶子があっても養子をとる
ものが多かった。しかし現今は庶子でも官吏に
登用されるため庶子を承嫡させ，世代を継承さ
せる人がいる（₆）」と記録されている。
　立後条には庶子による後嗣の順位が規定され
ているものの，事実上は科挙の受験資格の有無

を理由に，後嗣には庶子よりも養子を優先して
いた事実は，宗族ネットワークをセーフティ
ネットとする士大夫とって，科挙の輩出が宗族
の存続と強く結びついていたことを示す材料と
なる。
　慣習調査と並行して日本主導による民籍法施
行後に作成された調査報告書の民籍事務概要で
は「妾は古来の習慣に従ふ時は単純なる私通の
女子と同視すること能はすして夫の家族の一人
たる関係を認めたるものの如し…略…而て妾の
生みたる子は正妻に男子なき場合に於て当然家
督相続権を有す。但し妾腹の男子ありとも他の
親族間に於て養子と為すべき者あるときは其子
を養ひて相続者たらしむる場合なきに非るも妾
腹の男子に家督相続権あることは疑を容れさる
なり（₇）」と記されている。
　この時点では，家督相続において養子が庶子
に優先するが，庶子にも家督相続権が有ると
いった判断を記すに留まっている。
　朝鮮で庶子を後嗣にしない根拠としてしばし
ば挙げられる成宗実録の妾子奉祀の事例では，
朝鮮時代においては庶孽を後嗣とすれば崇祖敬
宗の観念に悖るとの認識が存在し，庶孽が科挙
試験の受験が許されていないことは，臣らに嫡
貴庶賤の観念が強いためであるとされる［金斗
憲₁₉₆₉︲₁₉₉₄：₂₂₆︲₂₃₅，₂₉₁︲₃₁₀］（₈）。実際に李
王家においても，庶孽と嫡子を混同しないよう
に穆祖，翼祖，度祖，太祖をはじめとする祖上
の来歴を記録した璿源録，王室典範による宗室
の子孫である宗子と嫡室の子だけを宗親録，宗
女と庶孽を記した類附録の三種に分けて記録し
ている（₉）。朝鮮王朝実録には英祖推戴時に景宗
が密豊君の長子観碭（錫）を後嗣にする動きが
見えたことに対し，「慈殿下敎曰,孝宗血脈, 先
王骨肉, 只有延礽一人。以婦人而有此敎者, 誠是
意慮所不到, 予聞此敎, 不覺涕下…以下略（₁₀）」
と慈殿が血脈を挙げて英祖を王に推戴すべきで
あるとしたことに不覚にも涙を流したとある。
　上記の国制書の規定にもかかわらず，庶子を
後嗣としないとした規範は，₁₈世紀の王位継承
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においても尚，血脈が後嗣の礎とはならなかっ
たこと，さらにその後の甲申政変，甲午改革で
科挙応試における庶孽差別撤廃の改革案が浮上
からも知れるが，これは即ち士大夫層において
は庶子を後嗣としないとした強い観念を持って
いたことを示す材料でもある。しかしながら士
大夫特有の事情を背景としたこうした規範は韓
国併合後に朝鮮人を階層に関係なく一律に扱
い，「朝鮮の慣習」か否かといった日本人司法
官の判断の中でその姿を消していく。

2-2．日本の血統概念
　日本における血統は，父子の血のつながりを
表象する朝鮮の血脈と同義であり，日本の法慣
習における家督相続の順位は養子より庶子を含
む実子が優先された。縦の生物学的な繋がりが
強調される日本の家と，朝鮮の平面的に構成さ
れる宗族ネットワークとの違いがここにある。
　日本には維新期に武士の世襲を解体し，血統
による世襲を強化して皇室へ独占させたという
定説がある［鹿野政直₁₉₈₃：₂₁︲₂₈］。ここでい
う血統による世襲とは，父親との生物学的な繋
がりである血脈を意味し，庶子は世代承継にお
いて，朝鮮のように区別されてはいない。
　『全国民事慣例類集』に「凡ソ平民間ニテハ
公然妾ヲ置ク事ヲ許サ﹅ル法制ニテ婢女ニ通シ
テ舉ル所ノ子モ多クハ戸籍上ニ次男三男ト称ス
ルヲ以テ別段嫡庶ノ区別ナキ事一般ノ通例ナ
リ」とある。地域の参考にすべき慣習，つまり
例外として，庶子を相続人に立てる場合に協議
する例，嫡庶関係なく年長者を相続人とする
ケースが挙げられている。中に越後国刈羽郡の
慣習のように「庶子ハ相続ノ権ナキ者トシ仮令
他ヨリ養子スルトモ其家ヲ嗣シメサル慣例ナ
リ」といった朝鮮と同様の嫡子と庶子を区別す
る事例もあるが，これは例外として挙げられて
いる［風早八十二₁₉₄₄：₁₄₉︲₁₅₉］。
　こうした慣習は日本おいて最初の全体的民法
草案とされる司法省の「皇国民法仮規則」（₁₈₇₂）
で「家督相続スル者ハ嫡男タルヘシ若シ嫡男相

続セサル時ハ嫡孫タルヘシ云々」と血統による
単独相続制が明文化された［鹿野政直₁₉₈₃：
₅₀］。しかし同時に第₈₈条で「…前略，庶子ノ
子ハ嫡出ノ子ノ権利ヲ害スヘカラス然トモ嫡出
ノ子ナキトキハ其権利ヲ生スヘシ」と，嫡子と
庶子の承継順位を規定する一方で，庶子の承継
が可能であることも記されてた。
　日本ではこのあと，中国の律に範をとった仮
刑律，新律綱領，改定律令へと制度整備を進め
る過程で儒教的な親属概念と日本の親属概念と
が制度の中で混同し，日本特有の血統概念を生
み出す。
　近世期には血統（ここでいう血統とは血縁関
係があるという意味で非嫡出子も含む）を同じ
にするものという意味で使用されていた親属
は，新律綱領では姻属など血族以外も含めて親
属とし親属範囲が明示された。この過程で血族
と姻族をあわせたものを親族・と規定した。明治
民法ではさらに明確に六親等内の血族に加え，
配偶者と三親等以内を姻族とし，双方をあわせ
て親族とした，儒教的な親族の考え方が明文化
された。非血縁者を親族とするという類似性は
あっても，朝鮮では生物学的な繋がりがあって
も生父母の婚姻関係によって正統か否かによっ
て宗族ネットワークへの含有が分別されるのに
対し，日本では生物学的な繋がりのみがその指
標となるという違いがあった。
　施行されることはなかったが旧民法の規定で
は第₃₉₅条の第 ₃ において「男子数人アルトキ
ハ其先ニ生マレタル者，但嫡出子ト庶子又ハ私
生子ト有ルトキハ嫡出子」と，さらには明治民
法においては，第₈₈条に「庶出ノ子タルコトハ
嫡出ノ子ノ條ニ同シ但シ庶出ノ子ハ嫡出ノ子ノ
権利ヲ害スヘカラス然トモ嫡出ノ子ナキトキハ
其権利ヲ生スヘシ」と規定され，嫡出子と非嫡
出子との序列を明文化したが，子を実子と養子
で分類する枠組みは存置された。
　以上から日朝の違いに言及するなら，朝鮮で
は国制書上の立後の条で，庶子も相続権がある
一方でこれを回避せざるを得ない条文も存在
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し，実際には庶子を後嗣とすることは心性とも
結びつき回避された。これは礼に基づく子を父
母の婚姻関係の枠組みで捉える思考がその基底
にある。これに対し，日本では近世期において
後嗣は実子か養子かで区別され，実子である嫡
子と庶子は多くの地域で父との生物学的な繋が
りをもつ父の血統とみなし嫡子とは優先順位は
異なるものの，実質的にも継承の対象者として
認められていた。これは明治民法を起草する過
程において，親族の枠組みに非血縁を含む儒教
的な枠組みに転換されても尚，引き継がれた。
いわば「儒教の日本化」の過程ともいえよう。
しかしながらこうした「日本化された儒教」と
朝鮮の儒教といった儒教を介した似而非な観念
は，朝鮮という場で慣習調査をとおして抵触し，
日本の司法判断に収斂されていく。

3 ．朝鮮時代後期の父子の推定の事例

　さて，前章では朝鮮の血統が生物学的な父子
のつながりではなく，婚姻関係にある父母から
誕生した子であるという日韓の違いについて論
じてきた。本章では，朝鮮後期の血統観念を明
確に示した父子関係の存在を確認する事例を概
観することとする。

3-1　早産で生まれた子の父の推定の経緯
　以下は朝鮮王朝実録に記された，婚姻後 ₇ ヶ
月足らずで誕生した子が婚姻前に夫以外との間
に懐妊した子ではないかという推測による婚家
の離異の訴えに対する判断の事例である。経緯
は次のとおりである。

　李氏は婚姻後₁₇₀日で出産した甥の妻を甥と
離異させるために甥の妻の祖父である前牧使で
ある金氏に，官衙をとおして書面で離異を伝え
るとした［高宗 ₁ 年₁₁月辛酉： ₁ 巻₁₇₁頁］。
　金氏は奴婢を昌徳宮に遣わし離異となった嘆
かわしい事情を官衙に哀訴したため，この案件
は廟堂で稟処することになった［高宗 ₁ 年₁₁月
庚申： ₁ 巻₁₇₁頁］。

　稟処を命じられた領議政の趙斗淳は誰もが納
得する客観的な判断が下せなければ，仁と君子
の倫理に傷がつくとし，殿下（高宗）は明哲で
人徳があるが当時垂簾聴政中であった大王大妃
が処決するよう促した。大王大妃は疑わしい点
があるなら左議政が稟処するよう命じた［高宗
₁ 年₁₁月辛酉： ₁ 巻₁₇₁頁］。
　左議政の李裕元は他人の家門に深く関連する
問題である。一方の哀訴だけでは判断できない
ため李氏金氏双方の門長の陳述から判断するの
はどうかと提案し，允許された［高宗 ₁ 年₁₁月
壬戌： ₁ 巻₁₇₁頁］。
　李氏の家長の単辞には全て精査したのちに離
異するに至ったとあり，金氏の単辞には早産だ
と聞かされたが大事とは思わなかった，とそれ
ぞれの認識の違いが明らかになった。どちらが
正しいかどうかは判断しがたい。ただ，離異す
ることを簡単に考えないことは常禮であり，納
得できないままでいるのは和気を損なう。他の
裁判とは異なり一人の浅い所見では判断ができ
ないため時任大臣と原任大臣に広くたずねて裁
処するよう大王大妃に求め允許された［高宗 ₁
年₁₁月甲子： ₁ 巻₁₇₂頁］。
　改めて意見を収斂した。領中枢府事鄭元容は
金氏の書状も根拠があり，李氏の疑わしさを追
求することも人の常情であるとした。領敦寧府
事金興根は，両家の意見が異なるのは分るが，
推測だけで疑うのは正確な単案ではない。御上
に判断を委ねるとした。判中枢府事金左根は，
早産はしばしば起きる。はっきりした根拠なく
罪を着せるのは和気を損ねる原因となり，断定
できないとした。
　王は，両家の争いは大変に残念であるとした。
我国の士族家にこのような争いがあるのは大変
に恥ずかしい。離異とは何ごとか。聞いたとこ
ろ家内に多くの人々が集まった場で誇らしげに
意気揚々と騒ぎ立てたと聞いたが羞恥心と同情
心のかけらもない。これを見れば家内の問題解
決方法が軽率だとしか思えず，本件が不当であ
ることは見て取れる。 ₆ ヶ月の早産も珍しいが
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ないとは言えないのに士族家がにわかに醜聞を
振りまくとは，非常識甚だしい（遽發至醜之說, 
何其無識之甚乎）。金氏には情理上哀訴する点
があり，李氏は訴えを起こす明確な根拠がない。
離異させるよう礼曹が啓したが，これを特別に
行わず，礼曹から李氏を厳しく戒めるよう命じ
た［高宗 ₁ 年₁₁月丙寅： ₁ 巻₁₇₂頁］。

3-2　血脈より血統：礼を重んじる判断
　朝鮮時代の門中間における親族関連の争いの
多くは門中間で解決することが一般的であった
ため，実際に公の記録に残っているものはほと
んどない。朝鮮王朝実録に経緯と判断の結果が
記された記事は一定数存在するが，本事例のよ
うに門中間で解決できなかった問題について，
体系的に複数日にわたり出来事の詳細を観察で
きる事例は，これ以外に探すことは困難である。
また門中という私領域に議政府という「公」が
介入して解決した事例としても意味がある。こ
うした記録として残されているのは，このよう
な争いが公になることが特異であったことを意
味するものともいえる。
　資料には当時の親族関連の問題を判断するた
めの主要な情報がいくつか込められている。
　第一に関与する人についてである。礼曹が離
異の判断をしたのに対し，金氏が官衙に哀訴し，
改めて王（高宗），垂簾聴政中の大王大妃，領
議政，左議政，領中枢府事，領敦寧府事，判中
枢府事，時任大臣，原任大臣に判断が委ねられ
ている。また，争いは早産した妻の夫といった
当事者ではなく当事者の父でもなく門長である
など，婚姻が親族間の事がらであることが改め
て認識できる。
　次に状況の判断方法についてである。両家の
見解は矛盾し事実関係が判断できない。李氏は
早産で生まれたことから婚姻前の懐胎と推測
し，また判断でも疑わしい部分はあるが確証が
ないこと，これに対し早産もあり得るという状
況であることである。つまり事実関係を精査し
たのち状況を推定するという手順を取っている

が，他家の問題に対し客観的な判断ができかね
るという理由からそれぞれが明言を回避する様
子を見せている。ここからは，どのような立場
であれ，他の宗族の取り決めには触れないとい
う通念が存在していることが知れる。
　最後に判断基準は一貫して倫理と和気を損な
わない誰もが納得する結論を導き出すことが重
要とされている。この点については判断を下す
すべての立場の人は同じ見解であり，為政者側
の相互的な見解を集約した判断ともいえる。つ
づく王の判断は，第一に士族の離異は倫理に悖
るという観念のもと，第二に早産はあり得るこ
とである。また，第三に具体的に生まれた子が
夫婦の子でないことを証明する存在が無いこ
と，つまり夫以外に積極的に推定される父の存
在が無く，夫婦が婚姻関係にあるという外観説
を前提として判断が下されている点である。こ
れらを理由に，離異させないように決定を下し
たうえで問題を提起した李家の倫理観を問題と
している。こうした論点からは，物事の判断の
指標として礼といった倫理や規範がまず優先さ
れたことが知れる。
　現代でいう外観説による血縁という事実如何
より法律婚に基づく嫡出推定を優先すること
と，当該時代において礼によって人々の行為を
規定する観念の類似性を示唆する事例であり，
このような観念は当時の朝鮮の上流社会に通底
する血統概念の基礎であったことが推察される。

4 ．朝鮮民事令施行前の日本人裁判官の判断
　　 －庶子相続権ヲ有スルコトハ韓国ニ於ケル

法則ナリ－

　前章では朝鮮後期における子の嫡出の判断の
事例に対し，誕生した子と父との生物学的な繋
がりよりは，両親の社会的な階層規範や婚姻関
係である礼がより判断に重視されている事例を
観察した。本章では朝鮮が列強国の影響を受け
て国内の制度整備が進む一方で，日本に司法権
を掌握され，韓国が併合される中で日本人司法
官によって朝鮮民事令施行までの間に下された
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後嗣をめぐる裁判をとおして，司法という公が
親族という私領域に介入していく様子を考察す
ることとする。
　さて，第三次日韓協約後の日本人法官による
裁判について，伊藤博文は司法判断上の方針を
法官相手に次のように言及している。

　「諸君カ法権ヲ以テ韓人ニ對スルニ當リテ法
律ノ不備ナル場合ニ於テハ諸君ノ良心ニ従テ判
断ヲ下スノ例外ナシ。斯カル場合ニ於テ諸君ノ
特ニ注意スヘキハ韓人ハ正當ナル権利ノ有無ニ
依ラス徒ニ訴訟ヲ以テ争ヲ起スコトナリ殊ニ韓
國ノ訴訟ハ官吏之ヲ利害関係ヲ有スルカ如キ場
合少カラサルヲ以テ斯カル國ニ於テ争議ヲ判定
シ正者ヲ勝タシメ不正者を敗ランムルニハ時ニ
或ハ法律以上ノ観察ヲ下ササルヘカラス。固ヨ
リ裁判ナルモノハ法律ヲ基礎トシテ行フヘキモ
ノナルカ故ニ自分ハ決シテ裁判ノ原則ヲ犯スモ
尚良心ノ判断ニ随フヘシト諸君ニ勧告スルモノ
ニアラス常ニ韓國ノ情態ニ顧ミ最公平ナル判決
ヲ下サンコトヲ期シ徒ニ法文ヲ拘泥セサランコ
トヲ望ムニ外ナラス」（₁₁）

　裁判の原則である法律を犯してまで良心の判
断に随えとは言わない，伊藤の意図は，つまり
は法に従って判断せよとのことである。
　韓国裁判所の開庁に伴い刑事裁判においては
₁₉₀₅年に頒布された「刑法大全」（₁₂）の₆₈₀条中，
施行し難い条項である₂₇₀条あまりを削除し，
残りも修正を施し開庁に間に合わせたとされ
る。改正の要旨には「刑法修正の要点は法部大
臣が裁判に干与せし規定を削除して裁判を独立
せしめ官吏の犯罪は身分等級に関せざること，
假放免假出獄を新設せしこと，凶徒嘯集罪など
を加え又酌量減罪の範囲を拡張し，旧規定の懲
役一年以上終身に ₁ 月以上₁₀月の懲役を加え時
勢に適せざる条項を總て削除せり」とある。こ
こからは司法と行政を分離し，身分階級による
特権をなくし，旧法よりも細分化された新たな
懲役刑を設置したことが知れる。また，実際に

削除されたのは，「第₅₈₄条，支孫でありながら
宗孫と称したものは笞一百に処す」などのよう
に民事関連の内容に罰を科した条文であるが，
裁判上は刑罰を科さない形式で条文内容は判断
の指標となったのは先にも記したとおりである。

4-1 　相続権争訟に関する件：明治43年民上第
14号，明治43年 2 月19日判決

　日本の司法介入初期の後嗣をめぐる裁判にお
いて，日本人司法官が法律を基礎として判断を
下すことで朝鮮の親子関係に及ぼした最大の変
化は，養子よりも庶子を優先させたことである。
　₁₉₁₀年に高等法院で下された相続権をめぐる
判決では，その要旨を「嫡出子なきときは庶子
相続権を有することは韓国に於ける法則なり」

（相続権争訟に関する件：明治₄₃年民上第₁₄号，
明治₄₃年 ₂ 月₁₉日判決）と，刑法大全，大典会
通などに明記された規範を法則として，判断を
下している［『朝鮮高等法院民事判決録』₆₉
頁］（₁₃）。
　『朝鮮高等法院民事判決録』から時系列で推
察する本事件はまず従来型の洪州郡守の裁判の
あと，第一審公州地方裁判所，第二審京城訴訟
院，高等法院で日本人の裁判官による裁判が行
なわれている。
　洪州郡守による従来型の裁判で判断では，亡
父の養子が，一門の宗孫とされる庶子の子（以
下庶子孫）を被告とし，入后禁止の抗弁が不当
であることを訴え養子が勝訴した。ここでいう
入后禁止とは庶子孫が養子に対し，養子縁組離
縁を認め，後嗣の象徴となる喪礼を執ってはな
らないとしたことであり，（『朝鮮高等法院民事
判決録』₇₀頁）『高等法院民事判決録』の要旨
では事前に判断を仰いだ洪州郡守は「…略，子
が生まれたことに因り継後した子を罷帰した者
は笞₄₀に処し，旧に仍り後を継ぐ…以下略」と
した刑法大全第₅₈₃条を根拠に，亡父の縁組解
消は公序良俗に反するものと判断したとある。
しかしながら庶子孫はこの決定を無視し，相当
の理由があれば縁組解消ができると主張し，後

（　 ）9─　　─13 （　 ）289─　　─78



血統と血脈の相剋──植民地朝鮮における司法判断の諸相──

嗣における庶子の承継順位が刷新されたばかり
の裁判制度で訴えを起こしたものだ。
　高等法院での争点は①養子と称することへの
正当性，②庶子の相続権の有無，③庶子相続の
手続き必要の有無，④洪州郡守は養子の離縁が
無効と判断したのにも関わらず，第一審，原審
で養子縁組離縁を認めたことへの判断⑤当時の
制度における養子縁組の離縁の公序良俗性を理
由とした離縁自体の無効に対する判断の ₅ 点で
ある。
　第一については第一審の公州地方裁判所で，

「原告である養子が亡養父から養子縁組を離縁
されたとの事実が認められ，喪礼を執す可から
ずとする」（『朝鮮高等法院民事判決録』₆₉頁）
との判断が下され，原審でも，高等法院でもこ
れを妥当とした。また，第二の庶子の相続権の
有無については，原告は原審で，韓国において
庶子は絶対に相続権が無く，もし庶子を相続人
とする場合には門会決議を経て承嫡手続を行い
掌礼院の認許を経て族譜にその事項を記さなく
てはならないという習慣が存在することを訴え
るために，法典調査会の責任者の喚問を申請し
た。（明治₄₂年₁₂月 ₇ 日）しかし原審はそのよ
うな習慣が存在しないことが顕著であるとし，
高等法院でも「如斯き習慣なしと判断したるは
相当」とした。（『朝鮮高等法院民事判決録』₇₀
頁）
　第三の争点である庶子孫の父は庶子の手続き
を経ていないため正式の後嗣とは言えず，庶子
孫は養子を訴える資格がないとの点については
原審で養子縁組の離縁を認め刑法大全第₅₈₂条
第 ₃ 項を根拠に庶子は嫡出子の次の相続順位で
あることを認めることは疑いが無く，この法則
は継続しているため手続きの必要はないとし
た。（『朝鮮高等法院民事判決録』₇₁頁）
　第四の争点である洪州郡守によって離縁が無
効とされたため，この判断は一門全体に効力が
及ぶとの訴えに対しては，洪州郡守の判断は養
子と庶子孫の間のものであり，本裁判の庶子で
ある被上告人には効力がないとした。（『朝鮮高

等法院民事判決録』₇₁頁）
　第五の争点である仮に養子縁組離縁が事実で
あっても，それは公序良俗に悖るものであると
する刑法大全₅₈₃条の解釈は，原審の説明のと
おりとはいえ，養子縁組の離縁は相当の理由の
下に行われたものであり，養父は生存中に養子
を離縁できなかったため，宗中で議論した後に
門長に請求し養子縁組離縁に至ったという事実
を認定すべきであるという説明があるために，
高等法院はこの訴えも理由がないとした。（『朝
鮮高等法院民事判決録』₇₁－₇₂頁）

4-2　朝鮮民事令施行前の養子と庶子の相続権
　先の事例からは注目すべき点が三つある。
　まず，裁判の在り方からは，本事件の前に下
された洪州郡守による判断と本裁判との断続性
であり，日本と大韓帝国期の裁判における序列
が明確となったことである。養子側が刑法大全
₅₈₃条に加え公序良俗に基づく洪州郡守による
判断，つまり礼によって勝訴したが，庶子がこ
れを無視し，新たに起こした日本の司法官によ
る裁判では，明文化された法条文において庶子
の相続権を認めた。これは伊藤が講演で法に依
る判断をすべしとの方針に符合するものであ
り，朝鮮人の裁判から日本人の裁判に移行する
過程で，父子の関係を礼から法へと移行させた
ことが可視化できる事例である。これが第一の
注目すべき点である。
　次に裁判では養子が亡養父からの養子縁組の
離縁が認められ，養子は喪礼を執ってはならな
いとの判断が下された。郡守による裁判を日本
人司法官が捨象し正反対の判断を下すことは，
その内容如何に関わらず，日本が朝鮮内での司
法権力を誇示することにもつながるであろう。
これが第二の注目点である。
　第二審ではこれに対し養子と称することを禁
止することと養子縁組離縁を確認することとは
異なる事であり，喪葬を執ってはならないとし
た要求趣旨に反する第一審の判決は不法である
とされたが，高等法院では入后禁止とは養子縁
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組離縁を認めたものであり，これは喪葬を執っ
てはならないという意味であることを改めて認
めた。
　また，庶子が後嗣として訴えを起こす資格が
ないとの養子の主張に対し，養父の死後に親族
によって養子縁組の離縁がなされたという事実
を採用している。庶子に後嗣としての養子に優
先する相続権を認めることで，従来の庶子を相
続人とする場合の門会決議を経て承嫡手続を行
い掌礼院の認許を経て族譜にその事項をしなく
てはならないという慣習を「ない」とした日本
人司法官の判断，またその根拠となる法律であ
る刑法大全を根拠としながらも，一方で郡守が
法的根拠とした₅₈₃条よりも自ら根拠とした₅₈₂
条を優先させるという取捨選択の在り方から
は，日本人司法官の朝鮮人による司法に優先す
る朝鮮社会での絶対的な存在感を示している。
そうした中で相続権をめぐり，血脈による繋が
りである庶子が父系血統の養子に優先すること
を法的に認めたのであり，これが第三の注目点
である。

5 　朝鮮民事令施行後の日本人裁判官の判断

　先の事例では養子庶子間でおきた相続権をめ

ぐる争いについて，刑法大全の₅₈₂条という「法
的根拠」によって庶子に相続権があることを認
めた。
　しかしながら₁₉₁₂年に施行された朝鮮民事令
では，その第₁₁条で朝鮮人間にあってはその判
断は慣習に依ることを新たに規定しており，裁
判上では方針の転換があった。そのため朝鮮民
事令施行後の庶子と養子の相続権をめぐる裁判
では，先の判断とは様相を違える。
　ここでは閔泳翊の後嗣をめぐる裁判を事例と
して日本の司法判断について観察することにす
る。

5-1 　閔泳翊の後嗣は血統か血脈か？－朝鮮民
事令施行後の日本人裁判官の判断 

　朝鮮後期の勢道家である驪興閔氏の閔泳翊は
明成皇后の父である閔致禄の養子閔升鎬が爆死
したのち，閔升鎬の養子となった，いわば明成
皇后の甥である。図 ₁ 「閔泳翊をめぐる家系関
係図」のとおり，実父は閔致禄の弟の息子であ
る閔台鎬であり，実妹は高宗と明成皇后の子で
ある純宗の妻（純明皇后）である。
　閔泳翊は₁₈₇₇年（高宗₁₄年）に科挙文科に及
第後，弘文館典翰（『高宗実録』₁₄巻：高宗₁₄

図 1　「閔泳翊をめぐる家系関係図」
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年₁₂月甲申）吏曹參議（『高宗実録』₁₅巻：高
宗₁₅年 ₇ 月丙寅）吏曹參判（『高宗実録』₁₇巻：
高宗₁₇年 ₁ 月戊寅），₁₈₈₂年には海關事務を委
任され天津，上海に渡航して以降（『高宗実録』
₁₉巻：高宗₁₉年₁₂月丙寅），報聘使として米国，
修信使として日本を訪れたが，₁₈₉₅年の乙未政
変によって上海に亡命したのち₁₈₉₇年に英德俄
義法墺各國便宜駐箚兼理使事（『高宗実録』₃₆
巻：高宗₃₄年 ₈ 月₃₁日）（₁₄）に任命された。
　閔泳翊の後嗣をめぐっては三件の裁判があ
る。第一は閔俊植が閔泳翊の生前に起こした養
子確認請求訴訟であり，これは閔俊植が養子と
して認められた。第二の裁判は閔泳翊の妻金芸
貞が閔泳翊の死後に閔俊植に対して起こした養
子離縁確認請求訴訟である。第三の裁判は最初
の養子である閔珽植が閔泳翊の死後に金芸貞を
相手に養子縁組関係を回復するために訴えたも
のである。
　閔泳翊の後嗣の最初の決定は，閔泳翊が朝鮮
を離れて ₂ 年後の₁₈₉₇年に出された勅命による
ものである。『高宗実録』に閔泳翊が国の命令
で外国にとどまり数年が過ぎているが，帰るま
でにはまだかかり，₄₀歳も間近であるのに後嗣
が無く二代にわたる國舅（王妃の父）の祭祀を
考えれば，掌禮院に命じて京城にある該門長に
驪陽府院君の直系傍系から後嗣を立て禮斜を成
給わなくてはならない（『高宗実録』₃₆巻：高
宗₃₄年（₁₈₉₇）₁₂月₁₁日）（₁₅）とある。 閔泳翊の
家系では明成皇后の父である驪城府院君，仁顯
王后の父である驪陽府院君の祭祀を行わなけれ
ばならない。閔泳翊が長らく朝鮮を離れていた
ためにこの二人の祭祀を行う者を定めよという
のがこの勅命である。そして間もなく閔珽植が
閔泳翊の後嗣となった。（『高宗実録』₃₇巻：高
宗₃₅年（₁₈₉₈） ₁ 月 ₁ 日）
　閔珽植は養子となった後，竹洞宮の家に同居
し祖先の祭祀を行い，故人である明成皇后の父
である驪城府院君と養祖父である閔升鎬を移葬
した時にも，嫡孫として上海にいる父閔泳翊の
代わりに朝鮮習慣に従い三か月喪に服した（₁₆）。

ところが，当時上海にいた閔泳翊と中国人女性
との間に庶子庭植が生まれたことを知った閔泳
翊の妻金芸貞は，当時₂₁歳の珽植に対し生家に
戻るよう命じ，李太王殿下に対し，珽植は内地
人に多額の借金があり家産を失う心配があると
して養子縁組を解消した。このことについては，
₁₉₀₁年の『皇城新聞』に「外国に行って久しい
閔泳翊の養子閔珽植が罷帰され，光武元年に掌
禮院で下された閔泳翊の択嗣詔勅は還収され，
即ち特進官閔泳瓉氏が両舅香火を継いだとい
う」（₁₇）との記事が掲載されている。李太王殿下
から珽植を閔泳翊の養子とする伝教は光武元年

（₁₈₉₇） ₃ 月₁₀日に官報に，また光武 ₅ （₁₉₀₁）
年 ₂ 月₁₁日官報に養子となった勅命を取り消す
勅命が掲載されている（₁₈）。
　その後，閔珽植は一旦親元にもどされ閔泳翊
のいとこにあたる閔泳瓉の息子である閔俊植が
新たな養子となり閔泳翊の留守宅に居住した。
一方で珽植は上海にいる養父に対しこの事実を
書面に託したところ，養父は罷養する意図はな
く，平常心にもどり勉学に励むよう諭されたた
め，珽植は養父の閔泳翊の返事どおりに事情を
捉えた。
　閔泳翊の妻，金芸貞が珽植を生家に返したの
ちに新たに養子となった俊植は，結婚し養母金
貞芸と共に暮らした。しかしながら立場に不安
を覚え，養父閔泳翊に養子確認請求の訴えを起
こした。これが第一の裁判である。
　この養子縁組確認訴訟について閔俊植が勝訴
したが，父を被告としたことで，養父養子や父
子間の倫気が断絶し（₁₉），俊植は祭祀も行わず
家産を傾かせ，明治₄₃年（₁₉₁₀） ₆ 月にその妻
と共に自分の所有財産をもって生家に戻った
後，養家とは絶縁状態となった。
　₁₉₁₃年₁₁月に閔泳翊が養子離縁の訴を京城地
方法院におこしたところ，同年₁₂月 ₃ 日に俊植
の実父である閔泳瓉は閔泳翊宅に，俊植の養子
縁組離縁を認め民籍の届け出の手続きを履行す
るので提起を取り下げるよう懇請した。その直
後に閔泳翊は上海から電信で訴状を取り下げた
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が間もなく病に陥った。閔泳翊は闘病中にも関
わらず閔泳瓉に手続きを進めるよう促したが，
閔泳瓉は閔泳翊の病状が悪化したのを良しと
し，養子縁組離縁の民籍手続きを先延ばしにし
ていたところ閔泳翊は大正 ₃ 年（₁₉₁₄） ₆ 月 ₈
日に上海で死亡した。
　閔泳瓉と被告は罷養の届け出が未履行であっ
たため，閔泳翊の家督相続人と称し閔泳翊の遺
産を相続しようとしたため（₂₀），金貞芸は閔俊
植を民籍から削除するために改めて提訴し
た（₂₁）。これが閔泳翊の後嗣をめぐる第二の裁
判である。金芸貞は閔泳翊の死亡を機会と考え，
珽植を永遠に罷養し，新たに養子にした俊植も
離縁し，庶子庭植を泳翊の長子として相続する
ことを考えたこと（₂₂）も伝えられている。
　さて，閔泳翊は珽植が生家にもどった後も書
簡の交換を続け，その中で珽植には遺産相続に
ついての話もしていたとされるが，帰国せず上
海で死亡した（₂₃）。この時に閔珽植が金芸貞を
相手に起こした養子縁組関係回復の訴が第三の
裁判である（₂₄）。
　閔泳翊の本家には数千石の穀物収穫があり，
閔泳翊が上海に在留していた₂₀年余りの間，朝
鮮の自宅で使用する以外を上海に送っていた。
上海では高麗人参貿易を行い，閔泳翊は莫大な
財産を築いていた。これだけでも数千万ウォン
に上ると推定されたが，上海にある財産は中国
人の女性が生んだ閔泳翊の庶子である閔庭植が
所有していた。金芸貞はこれを整理するために
上海にむかい，帰国後は庶子の閔庭植を迎え，
閔泳翊宅で暮らすこととなった（₂₅）。
　第二の閔俊植の養子縁組離縁確認裁判は金芸
貞が閔俊植に対して ₂ 万ウォンを支払うことで
和解が成立した。この際の条件は養子縁組離縁
を俊植が承諾し，上海で生まれた庶子を閔泳翊
の後嗣とすることに不平を言わないとの条件で
あった（₂₆）。また，第三の裁判である閔珽植養
子関係確認訴訟は，珽植の年が₇₀歳になる₁₂月
まで，毎月₇₀円，合計₃₃,₀₀₀円を生活費として
支払うよう主張しているとした記録だけが残さ

れている（₂₇）が，その真偽は定かではない。

5-2 　閔泳翊による閔俊植の養子確認請求訴訟
に対する高等法院の判断

　先に記した経緯の発端は，妻である金貞芸が
閔泳翊の不在中に，最初の養子である珽植を生
家に戻し，閔泳翊の同意なく俊植を養子とした
が，この養子縁組をめぐって俊植自身が閔泳翊
に養子の確認を求めたことによる。
　『高等法院判決録』による原判決での判断に
対する高等法院の判断は次の四点である。
　第一に俊植の養子縁組は慣習上選定権の無い
母，妻と俊植の父で行われたことで泳翊自身は
養子の事実を知らなかったとの主張である。こ
れに対しては俊植を養子にし，民籍登録以降す
でに₁₁年間，閔泳翊に代わり祖先祭祀を行って
おり，閔泳翊が妻金貞芸に不承諾の通知をした
とは推定しがたく，₁₉₁₁年に民籍登録は錯誤で
あるとして養子縁組離縁をすると言った事実は
ないとの判断であった。
　第二は，第三者の証言から泳翊自身が養子縁
組に関与していないことは明らかであるため，
養子縁組の当時者ではないとの主張である。こ
れに対しては，原判決の証拠の取捨選択は裁判
所に委ねられているものであり，証拠の採用に・・・・・・

ついて理由は要さない・・・・・・・・・・とした。また第三の，養
子縁組を追認したとしても，慣習上選定権の無
い母と妻が行ったものであるため閔泳翊は養子
縁組の当時者ではないとの主張に対しては，上
記同様の趣旨であるとした。
　第四は原判決が本養子縁組を先代の養子縁組
と同一視して有効としたが，大典会通の礼典立
後の条に嫡妾俱無子者告官立同宗支子為後とあ
り，庶子がいる場合には養子が許されず，当事
者がいないために礼斜も行っていないとの主張
であった。これに対しては政務総監の礼斜は受
けるべきものであるが，実際は礼斜を行なわず
養子縁組が行われており，礼斜を受けなかった
ことを理由に養子縁組が無効となることは聞い
たことが無く，また大典会通の礼典立後の条は
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実際にはその理由がないとの判断であった。
　こうして下された判決が「大典会通礼典立後
条に嫡妾俱無子者告官立同宗支子為後とあり，
又其補文に私自立後者論罪云々とあるも，右規
定は実際に行われす。而して嫡子なき場合に庶
子あるも礼斜を受けすして養子を為すに妨なき
ことは庶人たると宗親国戚たるとを問わす朝鮮
一般の慣習ナリ」とした。

6  ．判断の変更-庶子より養子を家督相続人と
して優先することは，名門勢家各自の一個の
専断行為

　閔泳翊の裁判例では，「嫡・妾俱ニ子無ク然
ル後始テ率養ヲ許ス」とした₁₈₉₄年の甲午改革
以降の規範に対し，庶子より養子を相続上優先
視することは，勅命による養子縁組以外の場合
でも朝鮮の慣習として認められた。その後もこ
うした判断は続く。
　₁₉₁₂年の京城覆審法院の判断では「法制に於
ては庶子ある者の養子を認めす，又禮斜を受く
るには嫡妾俱に子なきを理由とするを例とし，
若庶子あるときは之を許さりしも禮斜（₂₈）受く
る者極めて少く随て庶子あるに拘らす養子を為
すこと往々にしてあり。而も庶子あるか為其の
養子縁組の無効と為りしこと聞かす」［朝鮮私
法例規：₃₇︲₃₈頁］（₂₉）と庶子がいても他に養子
縁組を禮斜なし行うことを認めている。「家督
相続確認請求に関する件」（大正 ₂ 年民上第₅₀₉
号　同 ₄ 年 ₁ 月₂₉日判決）は庶子がいるが養子
縁組を行い，父の死後に庶子が家督相続権を求
めて起こした裁判である。これに対しても，高
等法院は「庶子相続権を有することは旧韓国の
法則なりとは既に御院の判例（明治₄₃年民上₁₄
号）あり，然らば仮令金聖延は一時養子を為し
たる事実ありとするも法律上の制裁又は慣習上
違反に基きたる無効の行為なりと謂わざるへか
らす。然るに原院は金聖延と被告上告人間の養
子縁組は有効成るがごとき判断を下し嫡子の身
分を取得し相続権を有するものなりと判断した
るは朝鮮に於ける従来の法規及慣習に違反した

る違法の判決なりと云うにあれとも，朝鮮人間
に在りては戸主たる被相続人に其庶出の男子あ
る場合と雖も他より養子を為し且其養子は相続
に関し嫡出の男子と同一の権利を有する慣習の
存することは本院之を認む故に…以下略」（『高
等法院民事判決録』 ₃ 巻₁₃頁）としている。下
級裁判において庶子ある場合の養子縁組を無効
とした判断に対し，高等法院ではこうした行為
は朝鮮の慣習として認めている。
　しかしながら₁₉₁₇年以降，高等法院がそれま
で認めてきた養子を庶子に優先させることを朝
鮮の慣習と認め下してきた判断は，「名門勢家
各人の一個の専断行為に過きすして慣習法たる
効力を有せしものにあらす」と変更され，その
後の判断の基準となっていく。

6-1 　家督相続権確認並民籍末梢請求の件（大
正 6年民上，第215号，同年11月27日判決）

　本事件の原告宋淳億は前戸主の宋泰鉉の庶子
である。泰鉉には正妻と二人の妾がおり，その
うち一方の妾との間の子が庶子淳億である。泰
鉉が死亡し淳億が家督相続をしようとしたとこ
ろ，被上訴人である宋淳植が葬儀を主催し，京
城府庁に泰鉉の養子と称し民籍申立書を提出し
民籍簿上の戸主となった。これに対し，原告の
相続確認と民籍の抹消を求めた裁判である。

（『每日申報』₁₉₁₇年 ₂ 月 ₆ 日）
　『高等法院判決録』によれば，淳億は泰鉉生
前の₁₄歳の時に承嫡の礼を為したとした主張に
対し，淳植は泰鉉生前中に従来の朝鮮の慣習に
従い養子となったが民籍登録をしないまま亡く
なったため死後に泰鉉の正妻，もう一人の妾，
淳億の生母，泰鉉の二人の実弟の連署により養
子の届出を行ったと主張したとの事である。
　原判決では前者については　父泰鉉生存中に
承嫡の礼を挙げたとは認めがたく，むしろ淳億
の浪費を疎ましく思っていたため，淳億を後嗣
とすることを快く考えていなかった。後者につ
いては泰鉉の死後に正妻が実弟の子である淳植
を呼び寄せ葬儀を掌らせ，その後に民籍の届出
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を行ったことは，嫡出の男子なき父は庶子ある
も之を措き又その父死亡後と雖，亡父の妻親族
等に於て直に他に適当なる養子を定め之をして
亡父の家督相続なさしめることは朝鮮の慣習上
認められるところであると判断し，家督相続権
および民籍抹消は「謂れなく排斥の外ナキモノ
トス」との判断であった。（『高等法院判決録』
第 ₄ 巻：₁₀₂₁︲₁₀₂₃）
　これに対し高等法院は上記慣習について，明
治₄₃年民上第₁₄号大正 ₂ 年民上第₁₂₉号の判断
を基に是認するものとしつつ次のような判断を
下ししている。

　尤も嫡子なきときは庶子相続権を有し被相続
人が死亡後其妻と雖庶子を差措き他に養子を選
定し，被相続人の家督相続をなさしむること，
即ち被相続人の相続開始と同時に庶子の得たる
相続権は他に侵奪せらるることなきは最近の朝
鮮に於ける相続に関する法則なり。故に斯る場
合に於ける養子縁組は無効なり。此亦最近の朝
鮮に於ける相続に関する法則なり。此亦最近の
朝鮮に於ける慣習なりとす（大正 ₄ 年 ₈ 月 ₇ 日
官通牒第₂₄号参照）。

　大正 ₄ 年 ₉ 月庶子ある場合の養子問題に対す
る政務総監の回答書中，亡父の妻は亡父の養子
を為したるときは，庶子は相続を為すことを得
すとあれとも，之は今を距る₃₀年前黄海道地方
に於ける慣習のみならす相続開始後直ぐ養子を
為したる場合を意味するものにして之を以ては
直ちに最近の一般的慣習なりと云ふへからす

（高等法院判決録第 ₄ 巻₁₀₂₃︲₁₀₂₄）。

　従前の，庶子が有る場合でも養子を認めると
の判断を，庶子に先立ち養子が相続を為す慣習
は₃₀年も前の地方における慣習である上，すで
に一般的ではなくなったことを理由に，庶子が
養子に先立ち家督相続をすることが最近の「法
則」であるとの判断に変更した。
　高等法院はこれに続き，原判決を「理由不備

たる不法」とし，併せて「朝鮮における相続に
関する法則を誤解したる不法の判決」（高等法
院判決録第 ₄ 巻₁₀₂₆頁）であるとした。さらに，
庶子ある場合も養子は相続に関して嫡出子と同
一の権利を有する慣習があると「当院の判例（大
正 ₃ 年民上₅₀₉号同 ₄ 年 ₁ 月₂₉日判決家督相続
権確認請求事件及大正 ₂ 年民上第 ₈ 号同年 ₅ 月
₂₀日判決養子確認請求事件）て示す所なれるも

「其生前に於て養子縁組を為し，若は遺言を以
て養子を指定する場合に之を有効なるとするに
過ぎず…略…その親族か…略…その死亡後直に
他より養子を為し…略…家督を相続せしめ得る
一般慣習の存在は当院の認めさる所なり」（『高
等法院判決録』第 ₄ 巻₁₀₂₆︲₁₀₂₇）と，判断の
変更に当たり，相続の開始時期や法定相続，被
相続人の遺言といった基準を示すことで，これ
まで認めてきた被相続人の死後の養子縁組や，
生前であっても本人の同意を重視しない従前の
判断を，養子縁組を被相続人本位へと整合性を
担保しつつ変更した。
　これは相続開始という点で「庶出の男子は其
相続順位において嫡出子に先つ能はすと雖も，
苟も嫡出子なき限り其相続権は嫡出子の相続権
と毫も異なる所なく被相続人の相続開始の時に
遡り当然その相続を為し」（『高等法院判決録』
第 ₄ 巻₁₀₂₇）とし，庶子を嫡子の次に続く相続
順位とし，被相続人が生前の意向や遺言によっ
て養子を定めない限り，庶子は承嫡の礼を行わ
ずとも被相続人の死亡と同時に相続が始まるた
めに自動的に家督を相続し，いったん家督相続
が行われた場合は朝鮮の慣習上「他人に於て褫
奪するを得さるのみならす，戸主自ら隠居に依
り戸主の地位を辞すること得さること是亦朝鮮
に於ける慣習」（『高等法院判決録』第 ₄ 巻
₁₀₂₇）であるとした。また，「被相続人の死亡
後に於て被相続人の妻は其他の親族か家督を相
続せしむる為他より養子を為し相続人たる庶子
に於てこれに同意するも斯る同意は何等効力な
く該養子縁組は無効…以下略」（『高等法院判決
録』第 ₄ 巻₁₀₂₇）と，従前の認めていた判断を
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覆した。
　死亡と同時に相続が開始するという判断は，
被相続人死亡当時に養子であったものを，親族
によって離縁し庶子を後嗣と認めた先の「相続
権争訟に関する件」（明治₄₃年民上第₁₄号，明
治₄₃年 ₂ 月₁₉日判決）とは相反するものである。
さらに，これまでの慣習として下してきた判決
に対しては「従来一部の社会殊に名門勢家の間
にありて庶子をして家督を相続せしむることを
忌み被相続人に庶出の男子あるに拘わらず其遺
妻等が被相続人死亡後直に他より養子を為しこ
れをして家督を相続せしめしか如き事例…略…
は名門勢家各自の一個の専断行為に過きすして
慣習法たる効力有せしものに非す」（『高等法院
判決録』第 ₄ 巻₁₀₂₈）と，名門家各自の専断行
為，つまり一部の上流階層の規範であったとし
た。
　この判断以降，庶子がいる場合においても戸
主の生前に養子を為たした場合はそれを認める
慣習はあるとしつつも，実際の民籍手続きでは

「養子に関する事項」の ₁ で「養子を為し得へ
き者は戸主たると家族たるとを問わす既婚の男
子にして実子孫（男）なき者に限り，又養子と
為り得へき者は養親の男系血族の男子中子の列
に当り且つ養親より年少なる者に限るを以て之
に反する養子の申告は之を受理すへからさるこ
と」が通達された。（大正 ₄ 年 ₈ 月官通牒第₂₄₀
号）（₃₀）これは₁₉₁₀年の民籍法施行時の概要にお
ける養子を収養子と普通の養子とし普通養子を

「養子なるものは養親及び被養者共に同姓同本
の親族にして被養者は即ち養親の甥に相当する
者に限るか如し」とだけ記していた規定とは大
きくその範囲を制限するものであるといえよう

［『民籍事務概要』： ₃ ］。さらには民籍手続きに
関する日本のこうした方針転換が朝鮮社会に知
らされることなく民籍手続きの現場で初めて庶
子ある場合の養子が一切受理されないことで

「戸主死亡後庶子男あるに拘わらず他より養子
を入れ其の申告を為したる者ありしか，面長に
於て既に…略…本申告は受理すへからさる旨を

告げ却下したるも再三持参し朝鮮の慣習を云為
…以下略」（大正 ₆ 年 ₃ 月 ₃ 日付慶北秘第₂₁₄号
政務総監宛照会，大正 ₆ 年 ₄ 月 ₅ 日　法₉₀号慶
尚北道長官宛，『民籍例規集』₁₃₆）とした混乱
を来たしたことも記録されている。

7 ．結論

　本論文では日本と朝鮮の血統概念の相違につ
いて検討したのち，日本主導の裁判上で，明治
期に「儒教化」しさらにその儒教を「日本化」
した日本の血統概念を朝鮮の慣習へ読み替える
過程に言及した。
　血統における日朝の語彙概念の違いは日本で
は「子」が養子か実子かで二分化されており，
明治民法施行以前においては嫡子庶子ともに実
子として同じ枠組みで扱われていたのに対し，
朝鮮では婚姻関係にある夫婦から生まれた，養
子を含む正統な血統の子と，婚姻関係にない男
女から誕生した血脈の繋がりのある庶子とで区
別されていた。
　具体的には①朝鮮時代の婚姻後 ₇ カ月足らず
で生まれた子供との親子関係をめぐる事例，②
朝鮮民事令前の地方郡守における判断を否定
し，新たに日本の裁判による養子と庶子による
相続権確認の事例，③朝鮮民事令施行後の閔泳
翊の後嗣をめぐる養子確認請求訴訟に加え，判
例が変更されていく過程については④家督相続
権確認並民籍末梢請求の事例をとおして，こう
した概念の違いが司法判断によって日本型の血
統概念へと変化していく姿を考察し，司法判断
が，養子より実子である庶子を相続に優先させ
ることで生物学的な繋がりを重視する過程を明
らかにした。
　この過程をとおして朝鮮の血統思想に及ぼし
た影響は以下のように評価できよう。
　第一に子という観点からは庶子の地位上昇で
ある。日本が明治民法において庶子の相続分与
で嫡出子と差別したのに対し，朝鮮に於ける日
本の判断は，それまで後嗣の対象から除外され
ていた庶子を，養子に優先して相続権を付与し，
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それを父の血統と読み替えることで祭祀，家督，
財産の相続が可能となった。これは一方で従来
の婚姻関係を重視する礼に基づく精神的な倫理
の関係である父子の繋がりを，実子において嫡
子庶子を区別しない日本の近世期の観念へと後
退させたという見方も可能であろう。こうした
観念が植民地期をとおして朝鮮の慣習として定
着し，解放後の民法制定の議論において庶子の
戸籍への登録に妻の同意を要しないという議論
が強い説得力を持ったことを考えると［吉川美
華₂₀₀₅］，日本の₄₀年足らずの司法統治が朝鮮
₅₀₀年の統治以上に人々に何かを内面化させる
強い機能を果たしたと言えるであろう。
　第二に先の連続線上で家族という関係から
は，これらの現象が，日本が明治民法において
実子を嫡出子と庶子を明示する登録によって婚
姻関係の確立に繋がったのに対し［村上一博
₂₀₀₂］，朝鮮では庶子に家督相続を認めること
で婚姻制度の意味を弱化させた。これは世代承
継を従来の婚姻関係を重視した宗族ネットワー
クの広がりから，日本の家の枠組での家督相続
といった単線的なつながりへ置換する効果をも
たらした。これもまた，解放後の民法起草事業
において，現在は既に廃止されたものの，継母
嫡子，嫡母庶子のように，父子の関係を生物学的
な繋がりと心性をともない母子関係を自己の出
生子かどうかと関係なく構成させることに説得
力を持つ効果をもたらした。こうした植民地期
の日本による司法管掌の効果によって朝鮮に定
着した心性とそれに付随する些細な概念の相違
がもたらした韓国社会への負荷は今も尚解決し
ていない植民地の負の遺産であるとも見做せる。
　第三に先の心性を造成する上で，日朝の司法
権力の序列と，登録制度が思いのほか効果をも
たらした点である。朝鮮時代に礼の枠組みで門
中ごとに規定されていた後嗣をめぐる規範は，
日本の司法判断のもと階層に関係なく一律に扱
われた。また，これらは登録という面で社会全
体に波及した。
　日本が戦後に改正された民法において戸籍の

範囲を父母と未婚の子としたのに対し，韓国で
は植民地の朝鮮戸籍の登録範囲だけでなく，日
本によって造成された生物学的な関係を血統意
識として引き継いだ父系血統主義（₁₉₉₇年に父
母両系主義へ），非嫡出子の父の戸籍への入籍
や嫡母庶子関係の規定（₁₉₉₁年廃止）戸籍制度
と戸主制（₂₀₀₅年に廃止）を長らく維持してき
たことを考えると，これらの登録制度の持つ日
韓両国の収斂進化可能な特性について，日本の
戸籍制度の問題として再考する良い事例である
ともいえよう。
　最後に先行研究との関係における本論文の立
場は次のとおりである。
　保護国化以降，朝鮮民事令施行までの間にお
ける裁判例で日本の司法判断は，明文化された
条文をもとに判断が下されていた。これが民事
令施行以降は，閔泳翊の養子縁組をめぐる裁判
のように，養子を庶子に優先させること，また
当事者の意向より親族間の合意，すなわち慣習
が優先されていた。しかしながら₁₉₁₇年以降は
養子に庶子を優先させることは名門勢家各自の
一個の専断行為と判断され，同時に被相続人の
死亡後は相続人が決定するまで，すべての相続
は担保される朝鮮に，被相続人の死亡と同時に
相続が始まると考える日本のメカニズムが導入
された。このことで，遺言が無い場合は被相続
人の実子が被相続人の死亡と同時に相続するこ
ととなったが，この判断は裁判上の判断に留ま
らず，実際に朝鮮人の民籍手続きをとおして，
実効性を持った。
　日本の司法判断は，被相続人を宗族の中で位
置づける従来の相続の形を，被相続人と相続人
という二者間の関係へと変化させたが，また同
時に，その優先順位を嫡子と養子という正統性
による分類から，嫡子と庶子という生物学的な
繋がりを指標に読み替えられた。正統性か，生
物学的な繋がりかといった，嫡子との同質性を
媒介した親和的ともいえる一見線引きが困難な
概念の読み替えは，さらに民籍手続きといった
実践をとおして，植民地朝鮮に無意識のうちに
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植え付けられた。
　家の観念を生み出した日本の戸籍制度の持つ
収斂進化的な効果が朝鮮植民地でも同様に，民
籍（あるいは戸籍）手続きをとおして制度と朝
鮮の儒教的な倫理とが一体化し，内面化させて
いった事実は，総督府による旧慣温存政策に
よって支えられ，₁₉₃₉年の民事令改正の創氏の
手続きの際に，名門宗族において，宗族が結束
して同じ氏を届けるなどの現象として現れた

［吉川美華₂₀₁₁］ことからも知れる。
　こうした状況からは，韓国併合初期において
日本人司法官の朝鮮の慣習に対する判断は。む
しろ，明治期に「儒教化」しさらにその儒教が

「日本化」した日本法の思考の枠組みの中で，
そもそも儒教をベースとした日本とは似而非な
る朝鮮の慣習を，日本化した儒教に読みかえ朝
鮮の旧慣温存の名で収斂し，植民地朝鮮の人々
にそれを自覚させぬまま内面化させるほど，強
力であったとの見方も可能となろう。

＜注釈＞

⑴　本論文では，該当時期によって朝鮮，大韓帝国，
植民地朝鮮，韓国という表記を行っている。

⑵　『朝鮮総督府官報』第₂₆₁₄号，₃₆₉頁　（大正₁₀
年 ₄ 月₃₀日）

⑶　内閣記録課編『法規続編』出版社不明，₁₉₀₈
年₄₄₆︲₄₄₈頁。尚，『法規続編』は『法規類編』
を引き継ぐ部門ごとの法令集であり，部門は官
制門，規制門，律令門，警察門，学生門，地方門，
財政門，軍旅門，農商工門，衛生門，外事門に
分けられている。

⑷　朴志泰₁₉₉₉『大韓帝国期政策資料集』Ⅴ，
₃₂₁︲₃₃₃頁，先人文化社。

⑸　「慶尚南道継承北道管内，契，親族関係財産相
続概況報告」韓国国史編纂委員会所蔵

⑹　『隆煕三年　韓国慣習調査報告書　平北編』「第
五章　相続　第₁₆₀　法定ノ推定家督相続人アル
カ」₁₉₀₉年₁₂月₂₆日，事務官補安藤静，翻訳官
補金東準。国史編纂委員会所蔵。

⑺　『民籍事務概要』₄︲₆頁。

⑻　庶孽の数が増加するにつれ，₁₇₇₇年の丁酉節
目によって庶孽出身の学者も誕生したが，本質
的には₁₈₉₄年の甲午改革まで庶孽に対する差別
は続いた。

⑼　『太宗実録』₂₄巻，太宗₁₂年₁₀月戊寅，
⑽　『英祖実録』₁₇₃₃年 ₇ 月庚申
⑾　「韓国法官招待席上伊藤統監演説要領筆記」

₁₉₀₈年（明治₄₁年） ₆ 月₁₃日『倉富勇三郎文書』
⑿　『刑法大全』については梅が「仏人某の起草に

係ると云ふも恐らくは事実に非ざるべく法典の
内容は毛頭欧州趣味を含まず全然東洋的の組織
を以てなっておる」としていたことは先にも記
したが，この時同時に「明後年ころには新刑法
並びに刑事訴訟法法典が発布される」と韓国の
法典起草についても語っている。（『法律新聞』
₅₄₆号，₁₉₀₉年 ₁ 月₂₀日。

⒀　高等法院判決録は年度ごとに編纂されており，
他の号には年次が付されているが，本書には年
次が付されていない。

⒁　甲午改革によって₁₈₉₅年 ₉ 月丙午に太陽暦を
採用することが発表され，陰暦₁₈₉₅年₁₁月₁₇日   
を以て₁₈₉₆年 ₁ 月 ₁ 日とした。

⒂　「前判書閔泳翊淹留外國, 已有年所。 且今銜命
出使, 回還杳然。 其年近四十而無嗣, 兩世國舅香
火, 不可不念。 令掌禮院知委於在京該門長驪陽
府院君直傍派中, 使之擇定立嗣,禮斜成給」

⒃　『毎日申報』₁₉₁₅年 ₄ 月₂₈日。
⒄　「閔氏摂嗣」『皇城新聞』₁₉₀₁年 ₂ 月₁₁日
⒅　『毎日申報』₁₉₁₅年 ₄ 月₂₈日。
⒆　「敬啓者」『毎日申報』₁₉₁₄年 ₇ 月 ₈ 日
⒇　「母不子不」『毎日申報』₁₉₁₄年 ₇ 月 ₇ 日
�　『毎日申報』₁₉₁₄年 ₇ 月 ₃ 日
�　「閔泳翊遺産でまたまた訴訟。罷養された閔珽

植の三万余ウォン請求」『毎日申報』₁₉₁₆年 ₆ 月
₂₉日

�　『毎日申報』₁₉₁₆年 ₆ 月₂₉日
�　「三角勢養子訴と頻頻繁な証人拒絶」『毎日申

報』₁₉₁₄年₁₁月₁₀日
�　『毎日申報』₁₉₁₅年 ₁ 月₁₅日
�　『毎日申報』₁₉₁₅年 ₅ 月₁₇日
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�　「閔泳翊遺産でまたまた訴訟。罷養された閔珽
植の三万余ウォン請求」『毎日申報』₁₉₁₆年 ₆ 月
₂₉日

�　禮斜とは養子を許可する禮曹の証明のこと。
�　朝鮮総督府司法部法務課編纂『朝鮮司法例規』

₁₉₁₆年，大成印刷社。民事第一部裁判長判事山口
貞昌照会に対する₁₉₁₂年₁₀月 ₈ 日政務総監回答。

�　「民籍事務取り扱いに関する件」『民籍例規集』
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Abstract

Contradiction of Lineage and Biological Connection: 
Aspects of Judicial Decisions in Colonial Korea

YOSHIKAWA Mika

This thesis revealed the process that Koreans internalized judgment by Japanese judiciary which is 
prioritize biological connections such as illegitimate children （庶子）  , rather than adopted children who were 
born in parents among the same lineage in the period of the late Chosun Dynasty and the Colonial Korea.

In the previous research, Justice system in the Colonial Korea was analyzed largely by the following two 
frameworks. First, Japan distorted Korean customs. Secondly, Japanese judiciary judged the custom of Korea 
by the framework of the Japanese Civil Code.

On the contrary, this paper analyzed the process by which the lineage concept was replaced by the 
Japanese judiciary and established. Specifically, it analyzed through trials such as trial of denial of legitimacy 
in the late Chosun Dynasty and a trial for adoption of Min Yong Ik （閔泳翊）, the nephew of Empress 
Myeong Seong （明成皇后）, and registration through registration of family register.In this process, the 
decision of the heirs by the Japanese judiciary changed to give priority to illegitimate children rather than 
adopted. Those judgments have penetrated Koreans through registration of family register. Through these 
processes Koreans also emphasize connection of blood rather than adoption.

These phenomena make it clear that the convention preservation policy was powerful enough to 
converge even Korean customs that were replaced by the Japanese judiciary.
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